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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成25年5月23日(2013.5.23)

【公表番号】特表2010-521994(P2010-521994A)
【公表日】平成22年7月1日(2010.7.1)
【年通号数】公開・登録公報2010-026
【出願番号】特願2009-541417(P2009-541417)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｌ  26/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｌ  25/00    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年3月27日(2013.3.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゼラチンとトランスグルタミナーゼの組み合わせを具える組成物において、前記ゼラチ
ンの量と前記トランスグルタミナーゼの量の比が、哺乳動物の創傷における出血を低減す
るのに十分であり、
前記ゼラチンが標準的な動物ゼラチンの自然のゾル－ゲル転位温度より低い温度でトラン
スグルタミナーゼと共に溶液を形成するように、低減されたゾル－ゲル転位温度を有する
ように前記ゼラチンを修飾することによって、前記混合物が修飾されているか、又は前記
組成物が前記ゼラチンの前記ゾル－ゲル転位温度を低減する添加物を更に含み、
前記ゼラチンが動物由来、遺伝子組み換え体由来あるいはこれらの組み合わせからできた
ものであることを特徴とする組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の組成物において、前記トランスグルタミナーゼがトランスグルタミナ
ーゼ組成物の一部として加えられており、ゼラチンとトランスグルタミナーゼ組成物の重
量比が約１：１乃至約１００：１の範囲になることを特徴とする組成物。
【請求項３】
　請求項２に記載の組成物において、前記トランスグルタミナーゼ組成物が、少なくとも
約２００Ｕ／ｇｍの特定の活性レベルのトランスグルタミナーゼを有することを特徴とす
る組成物。
【請求項４】
　請求項２乃至３のいずれか１項に記載の組成物において、血液由来のファクタXIII以外
は、前記トランスグルタミナーゼが、植物、遺伝子組み換え、動物、あるいは微生物由来
のトランスグルタミナーゼであることを特徴とする組成物。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の組成物において、前記動物起源が、魚類及び哺
乳類からなる群から選択されることを特徴とする組成物。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の組成物において、前記ゼラチンがタイプＡ（酸
処理ゼラチン）またはタイプＢ（アルカリ処理ゼラチン）であることを特徴とする組成物
。
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【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法において、前記ゼラチンが少なくとも約２
５０ブルームの高分子量ゼラチンを具えることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の組成物において、前記組成物が５乃至８の範囲
のｐＨを有することを特徴とする組成物。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の組成物が更に、可塑剤を具えることを特徴とす
る組成物。
【請求項１０】
　請求項９に記載の組成物において、前記可塑剤が、多価アルコール、グリセリン、グリ
セロール、キシリトール、スクロース、ソルビトール、トリエタノールアミン、レソルシ
ン、チオジグリコール、トルエンスルホン酸（toluenesulphoacid）のナトリウム塩、ブ
チレングリコール、硝酸尿素、チオ尿素、尿素、グルタミン酸、アスパラギン酸、バリン
、グリシン、ＫＳＣＮ、ＫＩおよびＬｉＢｒからなる群から選択されることを特徴とする
組成物。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の組成物において、尿素の前記濃度比範囲が、約１：２乃至約２：２
 尿素：ゼラチン、重量／重量であることを特徴とする組成物。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の組成物が更に、ｐＨ調整剤及びイオン濃度調
整剤からなる群から選択された調整剤を具えることを特徴とする組成物。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の組成物が更に、塩を具えることを特徴とする組成物。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の組成物が更に、トレハロース、又はマンニト
ールを具えることを特徴とする組成物。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の組成物が更に、変性剤を具えることを特徴と
する組成物。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の組成物において、前記変性剤が、塩酸グアニジンと尿素からなる群
から選択されることを特徴とする組成物。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の組成物が更に、還元剤を具えることを特徴と
する組成物。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の組成物において、前記還元剤が、塩酸マグネシウムと、ハイドロキ
ノンからなる群から選択されることを特徴とする組成物。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８のいずれか１項に記載の組成物が更に、発熱剤を具えることを特徴と
する組成物。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の組成物において、前記発熱剤が、塩化カルシウム、その他のカルシ
ウム塩、塩化マグネシウム、金属酸化物／ゼオライト、あるいはこれらの組み合わせを具
えることを特徴とする組成物。
【請求項２１】
　請求項１乃至２０のいずれか１項に記載の組成物を具えることを特徴とする止血ドレッ
シング又はバンデージ。
【請求項２２】
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　ヒトまたは下等哺乳類の身体に挿入する医療デバイスにおいて、請求項１乃至２０のい
ずれか１項に記載の組成物を具えることを特徴とする医療デバイス。
【請求項２３】
　ゼラチンとトランスグルタミナーゼの組み合わせを具える組成物において、前記ゼラチ
ンの量と前記トランスグルタミナーゼの量の比が、哺乳類の創傷における出血を低減する
のに十分であり、
前記ゼラチンが動物由来、遺伝子組み換え体由来、又はこれらの組み合わせからできたも
のであり、
標準的な動物ゼラチンの自然なゾル－ゲル転位温度より低い温度でトランスグルタミナー
ゼとともに溶液を形成するように、前記ゼラチンが低減されたゾル－ゲル転位温度を有す
るように修飾されているか、又は前記組成物が前記ゼラチンの前記ゾル－ゲル転位温度を
低減する添加物を更に含むことを特徴とする組成物。
【請求項２４】
　請求項２３記載の組成物において、前記トランスグルタミナーゼが、トランスグルタミ
ナーゼ組成物の一部として加えられており、ゼラチンとトランスグルタミナーゼ組成物の
重量比が、約１：１乃至約１００：１の範囲になることを特徴とする組成物。
【請求項２５】
　請求項２４記載の組成物において、前記トランスグルタミナーゼ組成物が、少なくとも
約２００Ｕ／ｇｍの特定の活性レベルのトランスグルタミナーゼを有することを特徴とす
る組成物。
【請求項２６】
　請求項２３乃至２５のいずれか１項に記載の組成物において、血液由来のファクタＸＩ
ＩＩ以外は、前記トランスグルタミナーゼが、植物、遺伝子組み換え、動物、あるいは微
生物由来のトランスグルタミナーゼであり、前記ゼラチンが、少なくとも約２５０ブルー
ムの高分子ゼラチンを具えることを特徴とする組成物。
【請求項２７】
　請求項２３乃至２６のいずれか１項に記載の組成物において、前記組成物が更に、可塑
剤を具えることを特徴とする組成物。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の組成物において、前記可塑剤が、多価アルコール、グリセリン、グ
リセロール、キシリトール、スクロース、ソルビトール、トリエタノールアミン、レソル
シン、チオジグリコール、トルエンスルホン酸のナトリウム塩、ブチレングリコール、硝
酸尿素、チオ尿素、尿素、グルタミン酸、アスパラギン酸、バリン、グリシン、ＫＳＣＮ
、ＫＩ、及びＬｉＢｒからなる群から選択されることを特徴とする組成物。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の組成物において、前記可塑剤が、尿素、グリセロール、又はソルビ
トールの少なくとも一つを具え、グリセロールの濃度比範囲が、約０．５：１乃至約５：
１、グリセロール：ゼラチン、重量／重量；選択的に約１：１乃至約２：１、グリセロー
ル：ゼラチン、重量／重量；であり、ソルビトールの濃度比範囲が、選択的に約０．５：
１乃至約５：１、ソルビトール：ゼラチン、重量／重量；であり、又は選択的に約１：１
乃至約３：１、ソルビトール：ゼラチン、重量／重量；であり、尿素の濃度比範囲が、選
択的に約１：２乃至約２：２、尿素：ゼラチン、重量／重量であることを特徴とする組成
物。
【請求項３０】
　請求項２３乃至２９のいずれか１項に記載の組成物が、ｐＨ調整剤、還元剤、及びイオ
ン濃度調整剤からなる群から選択される調整剤を更に具えることを特徴とする組成物。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の組成物において、前記ｐＨ調整剤が、約１．５乃至約５．０あるい
は約７．０乃至約９．０の範囲のｐＨを提供することを特徴とする組成物。
【請求項３２】
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　請求項３１に記載の組成物が、塩；トレハロース、又はマンニトール；変性剤；又はこ
れらの組み合わせ；のうちの一又はそれ以上を更に具えることを特徴とする組成物。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の組成物において、前記変性剤が、塩酸グアニジンと尿素からなる群
から選択され、選択的に濃度比範囲が、約１：２乃至約２：２、ＧｕＨＣｌ：ゼラチン、
重量／重量；又は選択的に濃度比範囲が、約０．５：１乃至約１：１、尿素：ゼラチン、
重量／重量であることを特徴とする組成物。
【請求項３４】
　請求項３０乃至３３のいずれか１項に記載の組成物において、前記還元剤が、塩酸マグ
ネシウムとハイドロキノンからなる群から選択され；選択的に前記ハイドロキノンが、混
合物の溶液中に約０．２乃至約０．５Ｍの濃度で存在し；又は選択的に当該濃度が、約０
．３乃至約０．４Ｍであり；又は選択的に前記塩酸マグネシウムが、前記混合物の溶液中
に約２乃至約４Ｍの濃度で存在し；又は選択的に当該濃度が、約２．５乃至約３．５Ｍ；
であることを特徴とする組成物。
【請求項３５】
　請求項２３乃至３４のいずれか１項に記載の組成物が更に、発熱剤を具え、選択的に塩
化カルシウム、その他のカルシウム塩、塩化マグネシウム、金属酸化物／ゼオライト、又
はこれらの組み合わせのうち一又はそれ以上を具えることを特徴とする組成物。
【請求項３６】
　請求項３５に記載の組成物において、溶液の温度を周囲温度以上の温度にすることを目
的として摂氏温度を上昇させるために、溶液中の混合物１ｍＬあたり約０．２乃至０．７
ｇの量で塩化カルシウムが存在することを特徴とする組成物。
【請求項３７】
　請求項２３乃至３６のいずれか１項に記載の組成物が更に、ゼラチン特異的プロテアー
ゼ、プロテアーゼ阻害剤、又は追加の止血剤のうちの一又はそれ以上を具えることを特徴
とする組成物。
【請求項３８】
　請求項３７に記載の組成物において、前記追加の止血剤が更に、アルブミン、コラーゲ
ン、フィブリン、トロンビン、キトサン、硫酸鉄、あるいはその他の硫酸塩のうちの一又
はそれ以上を具えることを特徴とする組成物。
【請求項３９】
　請求項２３乃至３８のいずれかに記載の組成物を具えることを特徴とする止血ドレッシ
ング又はバンデージ。
【請求項４０】
　ヒト又は下等哺乳類の身体に挿入する医療デバイスにおいて、請求項２３乃至３８のい
ずれかに記載の組成物を具えることを特徴とする医療デバイス。
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